
大門講演【資料】 

【資料１】 

「聞き取りの検証にあたり、文字史料とも照合することは当然のことである。しかし、文

字史料を優先し、文字史料の枠内に聞き取りを位置づけることになると、ここで検討してき

た、体験を語る歴史の複雑だが豊かな過程、困難をのりこえてようやくにして語られた内

容、〈現場〉に含まれた身体性の回復の側面などに光をあてることはできない。体験を語る

歴史の可能性を閉ざさずにひらくためには、聞く歴史に固有の成り立つ条件を明示し、その

こととあわせて聞く歴史を叙述する必要があるのではないか」（大門正克『語る歴史、聞く

歴史――オーラル・ヒストリーの現場から』岩波新書、2017年、224～225頁） 

 

【資料２】 

歴史学研究編「特集 史料の力、歴史家を囲む磁場――史料読解の認識構造」 

 「特集によせて」（『歴史学研究』第 912号、2013年 11月） 

「歴史家は史料と虚心に向き合い、史料の相互関係を読み解き、当事者以外の人によ

る当事者像のなかに当事者を読み解く努力、史料を読み解く自分自身への自覚など、あ

らゆる試みを通じて史料を読み解き、叙述に向かって著作を完成させる。歴史家が著作

にこめた史料読解の認識構造を語ることは、一般的にはごくまれである。だが、この史

料読解の認識構造こそは、史料を軸にして研究をすすめる歴史学の根幹であり、そのこ

とがもっと議論されるべきではないか。（中略）特集タイトルの「史料の力」には、史料

は読み解かれることによってこそ、そこに生気が宿るということが含意されている」 

 

【資料３】 

「人には言葉を学ぶ権利があり、その言葉を用いて世界のどこの人とでも対話する可能

性を持って生きている。しかし私たちは与えられたその膨大な機会のなかで、どうしたら

「人と人を分断する」言葉ではなく「つなぐ」言葉を選んでいけるのか――その判断は、そ

れぞれの言葉がいかなる文脈のなかで用いられてきたのかを学ぶことなしには下すことが

できない」（奈倉有里『夕暮れに夜明けの歌を――文学を探しにロシアに行く』イースト・

プレス、2021年） 

 

【資料４】 

「佐々木さんは、参加者の目を樹々や草花、田んぼの用水路などに促していた。他の参

加者も私も、芽吹いた樹々の紹介や、クリスマスの行事で用いるかやの木の話に惹きこま

れていた。私の脳裏には修了文集やお散歩マップが蘇り、いつの間にかワクワクしながら

お散歩コースを歩いていた」（大門正克「「高田の保育」が映し出す「子どもの世界」」

大門正克・岡田知弘・川内淳史・河西英通・高岡裕之編『「生存」の歴史をつなぐ――震

災 10年、「記憶のまち」と「新たなまち」の交差から』績文堂出版、2023年） 
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報
告
１
（
中
村
） 

『
豆
州
内
浦
漁
民
史
料
』
と
近
世
漁
村
の
生
活
世
界 

史
料
等 

 

【
参
考
１
】 

た
と
え
ば
車
を
運
転
す
る
と
き
、
注
意
は
道
路
の
状
況
、
車
の
流
れ
、
信
号
な

ど
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
体
の
動
き
や
感
覚
の
レ
ベ
ル
で
は
、
恐
ろ
し

く
複
雑
な
調
整
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
調
整
が
運
転
を
可
能
に
す
る
の
だ
が
、

そ
れ
は
い
わ
ば
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
起
こ
る
。
こ
う
し
た
普
段
は
意
識
す
ら
し

な
い
膨
大
な
量
の
情
報
や
実
践
知
と
調
整
機
能
か
ら
な
る
、
見
え
な
い
シ
ス
テ

ム
を
「
生
活
世
界
」
と
呼
ぶ
。 

「
生
活
世
界
」
は
、
日
常
が
破
壊
さ
れ
、
流
さ
れ
た
と
き
は
じ
め
て
、
不
在
と

い
う
か
た
ち
で
、
突
然
姿
を
現
す
。
震
災
と
津
波
は
、
無
意
識
の
層
に
沈
潜
し
日

常
を
支
え
続
け
た
生
活
世
界
が
突
如
消
滅
す
る
と
い
う
事
態
だ
っ
た
。
巨
大
災

害
の
被
災
者
た
ち
が
、
と
き
と
し
て
、
眩
惑
と
と
も
に
感
じ
る
寂
寥
や
虚
無
感

は
、
生
活
世
界
の
不
在
が
原
因
だ
。
復
興
と
は
、
こ
の
不
在
に
意
味
を
注
ぎ
入

れ
，
生
活
世
界
を
復
元
す
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。（
森
田
二
〇
二
二
、
一
一
九
頁
） 

 

【
参
考
２
】 

渋
沢
敬
三
の
構
想
と
し
て
は
（
『
豆
州
内
浦
漁
民
史
料
』
は―

報
告
者
注
）、
こ

の
史
料
篇
の
ほ
か
に
参
考
篇
・
語
彙
篇
の
二
篇
を
あ
わ
せ
て
三
篇
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
上
記
の
研
究
室
報
告
の
論
考
は
、
語
彙
篇

作
成
の
た
め
に
も
役
立
ち
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
参
考
篇
と
い
う
の
は
、
桜
田

勝
徳
の
推
定
で
は
、
古
い
記
録
と
今
日
の
生
活
と
の
つ
な
が
り
を
明
ら
か
に
す

る
現
地
調
査
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
容
易
に
達
成
し
が
た
い

事
業
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
桜
田
は
三
一
書
房
の
復
刻
版

の
解
説
（
日
本
常
民
生
活
資
料
叢
書
二
巻
）
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
内

浦
史
料
は
、
長
浜
の
記
録
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
と
し
て
も
、
内
浦
湾
に
臨
む

一
〇
に
近
い
漁
村
の
厖
大
な
量
に
及
ぶ
史
料
で
あ
っ
て
、
お
い
そ
れ
と
こ
の
史

料
に
対
応
す
る
適
切
な
現
地
調
査
の
や
り
方
を
見
通
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」

と
記
し
て
い
る
。…

（
中
略
）…

「
内
浦
史
料
は
陸
上
に
痕
跡
を
残
し
に
く
い
漁

業
に
関
す
る
領
域
が
重
要
で
あ
り
、
昭
和
十
年
代
内
浦
は
、
な
お
沿
岸
漁
業
の

時
代
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
古
文
書
に
出
て
く
る
網
戸
と
い
う
海
岸
線
地
形
を

利
用
し
た
全
く
の
接
岸
漁
業
か
ら
は
、
か
な
り
の
変
遷
を
経
て
い
た
。
ま
た
木

負
の
あ
た
り
は
漁
業
よ
り
も
、
密
柑
山
経
営
の
ほ
う
に
重
点
が
移
っ
て
い
た
よ

う
で
、
村
松
家
の
記
録
に
対
応
し
た
よ
う
な
貴
重
な
ア
チ
ッ
ク
の
古
記
録
に
対

す
る
伝
統
の
芽
生
え
を
、
内
浦
に
及
ぼ
す
に
は
、
研
究
室
報
告
を
さ
ら
に
第
三

輯
、
第
五
輯
と
つ
み
重
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
」
と
述
べ
、
彼
（
桜
田―

筆
者
注
）
は
編
著
者
の
渋
沢
は
参
考
篇
の
内
容
に
、
ア
チ
ッ
ク
同
人
の
現
地
調

査
を
盛
り
こ
む
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
し
て
い
る
。

（
河
岡
一
九
七
六
、
一
六
九
頁
、
桜
田
一
九
七
三
か
ら
の
引
用
箇
所
は
原
典
に

も
と
づ
き
若
干
改
変
） 

 

【
参
考
３
】 

内
浦
地
区
は
、
近
年
の
海
岸
埋
立
て
や
観
光
地
化
な
ど
に
よ
り
、
従
来
の
漁
村

と
し
て
の
性
格
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
き
て
い
る
。
本
調
査
で
は
、
内
浦

地
区
の
古
老
の
方
々
が
体
験
し
て
き
た
明
治
末
か
ら
大
正
末
年
ご
ろ
ま
で
の
生
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活
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
。
こ
の
時
期
は
、
内
浦
に
伝
統
的
に
行
わ
れ
て
き
た
カ

ツ
オ
・
マ
グ
ロ
建
切
網
漁
（
大
網
漁
業
）
の
終
焉
の
時
期
で
も
あ
る
。（
沼
津
市

歴
史
民
俗
資
料
館
一
九
七
六
、「
例
言
」
） 

 

【
史
料
１
】 

（
前
略
） 

一
、
百
姓
薪 

 
 
 

是
ハ
百
姓
自
分
林
ニ
而
薪
取
申
候 

一
、
勘
当
者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

無
御
座
候 

一
、
百
姓
家
作  

是
ハ
所
々
ニ
而
買
調
申
候
、
四
壁
有
之
候
者
ハ
少
々
宛
四
壁
之
竹
木
ら

も
足
シ
ニ
遣
申
候
へ
共
御
断
申
上
候
義
ハ
無
御
座
候
事 

一
、
雑
穀  

是
ハ
所
ニ
而
作
申
候
、
粟
稗
売
買
申
義
ハ
無
御
座
候
、
麦
大
豆
抔
ハ
無
御

座
候
故
買
調
申
候
、
此
金
高 

一
、
粮
野
菜 

是
ハ
菜
大
根
少
々
宛
作
申
候
、
不
作
之
節
ハ
野
山
ニ
而
取
粮
ニ
仕
候
事 

一
、
作
奉
公
人 

是
ハ
壱
年
切
給
分
、
男
ハ
三
分
ゟ
壱
両
弐
分
迄
抱
申
候
、
女
ハ
壱
年
ニ
壱

分
ゟ
壱
分
弐
朱
迄
抱
申
候
事 

一
、
作
馬 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

無
御
座
候 

一
、
男
作
間 

 
 
 

是
ハ
猟
ニ
出
申
候
外
ニ
稼
ハ
無
御
座
候 

一
、
女
作
間 

 
 
 

是
ハ
少
々
宛
木
綿
織
、
男
女
之
仕
着
拵

あ

 

〔
網

ミ
を麻

〕

う
み
申
外
、
稼
ハ
無

御
座
候 

（
後
略
） 

（
宝
永
七 

年
〔
一
七
一
〇
〕「
長
浜
村
差
出
帳
」〔
大
川
家
文
書
〕『
豆
』
四
七
四
） 

 

【
史
料
２
】 

（
前
略
） 

高
六
斗
八
升
七
合
四
勺 

 
 
 
 

寺
安
養
寺 

時
宗 

一
、
か
や
家
壱
ツ
四
間
弐
間
半
惣
や 

角
兵
衛 

年
五
十
一 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

女
房 

 
 
 
 
 
 

と
し
四
十
九 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

男
子 

 
 

与
平
次 

 
 

廿
八 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

同 
 
 
 

三
平 

 

年 

廿
四 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

同 
 
 
 

五
郎 

 

年 

十
六 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

女
子 

 
 

ふ
く 

 

同 

十
四 

 
 
 
 
 
 
 

小
以
六
人 

内 

四
人 

男 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐
人 

女 

 
 
 

右
之
角
兵
衛
ハ
作
海
士
仕
候 

高
六
斗
三
升
三
合
八
勺 

 
 
 

寺
安
養
寺 

時
宗 

一
、
か
や
家
壱
ツ
五
間
三
間
惣
や 

九
郎
左
衛
門 

と
し
五
十
四 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

女
房 

 
 
 
 
 
 
 

と
し
四
十
三 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

男
子 

 
 

八
蔵 

 
 

年 

十
一 
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壱
人 

同 
 
 
 

ご
お
り
き 

年 

七 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

同 
 
 
 

お
と 

 
 

年 

四 

 
 
 
 
 
 
 

小
以
六
人 

内 

四
人 

男 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
人 

女 

 
 
 

右
之
九
郎
左
衛
門
作
リ
仕
又
海
士
仕
候 

高
七
斗
五
升
六
合 

 
 
 
 
 

同
断 

一
、
か
や
家
壱
ツ
四
間
半
三
間
惣
や 

勘
太
郎 

年
弐
十
八 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

女
房 

 
 
 
 
 
 
 

年 

廿
四 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

お
と
ゝ 

 

六
蔵 

 
 

と
し
廿
三 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

い
も
と 

 
お
ん
な 

 

年 

十
七 

 
 
 
 
 
 
 

小
以
四
人 

内 

弐
人 
男 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐
人 
女 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

外 

 
 
 
 
 
 
 

壱
艘 

 
 
 
 
 

か
つ
こ
舟 

 
 
 

右
之
勘
太
郎
作
リ
仕
又
海
士
仕
候 

（
中
略
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寺
住
本
寺
法
花
宗 

高
五
石
三
斗
四
合 

 
 
 
 

四
郎
左
衛
門 

年
五
十
四 

一
、
か
や
家
七
ツ
九
間
四
間
惣
や 

四
間
弐
間
半
亭
居 

 
 
 
 
 
 
 

五
間
弐
間
長
や 

七
間
四
間 

へ
や 

 
 
 
 
 
 
 

五
間
弐
間
蔵
屋 

三
間
弐
間 

馬
や 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

母
親 

 
 
 
 
 

年 

七
十 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

娘
め 

 
 
 
 
 

年 

三
十
一 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

男 
 

惣
兵
衛 

 

年 

三
十
七 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

孫 
 

福
千
代 

 

年 

十
五 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

同 
 

刁
之
助 

 

年 

十
三 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

同 
 

熊
蔵 

 
 

年 

七 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

同 
 

こ
ち 

 
 

年 

五 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

女
子 

お
く
ふ 

 

年 

十 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

同 
 

お
い
の
ふ 

年 

三 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

下
男 

弥
右
衛
門 

年 

六
十
一 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

同 
 

市
左
衛
門 

年 

五
十
四 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

同 
 

喜
蔵 

 
 

年 

廿
九 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

同 
 

七
郎
右
衛
門
年 

三
十
六 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

同 
 

六
蔵 

 
 

年 

十
九 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

同 
 

十
兵
へ 

 

年 

十
八 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

同 
 

市
平 

 
 

年 

十
四 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

下
女 

は
な
も 

 

年 

六
十
二 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

同 
 

た
け 

 
 

年 

三
十
九 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

同 
 

か
な 

 
 

年 

三
十
三 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

同 
 

た
ま 

 
 

年 

三
十
一 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

同 
 

ち
よ 

 
 

年 

三
十
二 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

同 
 

ま
ん 

 
 

年 

十
九 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

同 
 

つ
る 

 
 

年 

十
二 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

同 
 

も
り 

 
 

年 

十 

 
 
 
 
 
 
 

小
以
弐
拾
五
人 

内 

十
三
人 

男 
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十
弐
人 

女 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

外 

 
 
 
 
 
 
 
 

壱
艘 

 
 
 
 

網
舟 

 
 
 
 
 
 
 
 

壱
艘 

 
 
 
 

小
さ
ん
は
舟 

 
 
 
 
 
 
 
 

壱
疋 

 
 
 
 

馬 

 
 
 

右
之
四
郎
左
衛
門
ハ
作
リ
又
海
士
仕
候 

（
後
略
） 

（
正
保
二
年
〔
一
六
四
五
〕
「
長
浜
村
家
別
人
別
改
帳
」〔
大
川
家
文
書
〕
『
豆
』

九
八
） 

 

【
史
料
３
】 

（
前
略
） 

一
、
九
日
夜
ニ
大
仁
村
名
主
太
左
衛
門
殿
南
江
間
村
名
主
安
兵
衛
殿
韮
山
茂
左

衛
門
殿
市
郎
左
衛
門
殿
右
四
人
之
衆
中
出
談
之
儀
者
私
共
色
々
了
簡
ヲ
以

咄
シ
合
候
得
共
海
辺
之
事
故
無
案
内
外
ニ
思
付
も
無
之
候
、
莵
角
大
網
ニ

而
立
候
魚
之
割
合
不
残
三
津
村
江
被
遣
其
外
小
網
ニ
而
立
候
魚
之
儀
五
分

通
リ
三
津
村
へ
被
遣
右
之
通
リ
ニ
而
御
済
シ
可
被
下
与
扱
之
衆
中
被
申
候
、

其
儀
者
両
人
之
者
共
願
通
之
儀
ニ
御
座
候
得
者
あ
の
方
ニ
而
聊
申
分
ハ
有

間
敷
儀
与
存
候
、
左
様
ニ
而
者
私
共
何
分
得
心
難
成
筋
ニ
御
座
候
、
其
子
細

者
大
網
与
申
候
網
者
諸
魚
立
込
陸
近
引
付
候
而
其
上
小
網
ニ
而
内
ヲ
立
候

儀
も
有
之
其
時
々
魚
之
多
少
ニ
よ
り
色
々
成
ル
取
様
御
座
候
、
依
之
大
網

立
小
網
立
之
差
別
難
仕
存
候
、
何
れ
大
網
ニ
而
諸
魚
立
込
申
候
、
其
上
指
当

リ
候
時
之
宜
敷
ニ
随
而
網
子
之
了
簡
出
情
ニ
而
諸
魚
取
揚
申
候
、
此
儀
者

当
村
ニ
不
限
何
れ
之
村
々
ニ
而
も
右
之
仕
方
ニ
御
座
候
、
如
此
ニ
御
座
候

間
、
右
之
思
召
ニ
而
者
何
分
ニ
も
得
心
難
仕
候
与
答
江
申
候
、
右
扱
之
衆
中

被
申
候
儀
者
成
程
段
々
之
訳
承
リ
候
処
、
御
尤
ニ
存
候
、
何
れ
ニ
も
早
速
者

御
考
弁
も
有
之
間
敷
候
間
、
得
与
御
了
簡
被
成
候
而
、
莵
角
内
済
専
一
与
被

申
候
、
答
而
成
程
御
異
見
御
尤
忝
存
候
、
此
上
定
法
相
立
候
様
御
取
扱
も
御

座
候
ハ
ヽ
、
其
時
之
仕
儀
ニ
よ
り
御
挨
拶
可
仕
候
、
扨
又
申
者
如
何
ニ
御
座

候
得
共
魚
猟
方
之
儀
者
御
無
案
内
ニ
御
座
候
間
、
其
道
之
衆
中
ニ
得
与
御

聞
合
被
成
候
得
者
双
方
之
訳
共
相
知
レ
申
事
ニ
御
座
候
、
其
上
得
心
不
得

心
者
格
別
一
通
承
リ
候
而
御
挨
拶
可
仕
与
申
候
、
左
候
得
ハ
先
ツ
私
共
も

今
晩
者
罷
帰
リ
考
弁
可
仕
候
与
被
申
退
座
被
致
候
事 

（
後
略
） 

（
宝
暦
一
三
年
〔
一
七
六
三
〕「
右
（
網
度
徳
用
不
法
割
合
）
訴
訟
日
記
〔
帳
〕」

〔
大
川
家
文
書
〕『
豆
』
七
六
四
） 

 

【
史
料
４
】 

（
前
略
） 

 

私
の
若
い
頃
で
も
平
漁
師
、
即
ち
網
子

ア
ン
ゴ

共
は
我
々
を
旦
那
と
云
ひ
被
つ
た
手

拭
も
必
ず
取
つ
て
挨
拶
を
し
、
そ
れ
は

〱
階
級
的
な
区
別
が
あ
つ
た
も
の
で

す
。 

 
お
正
月
の
七
日
に
は
網
子
共
は
津
元
の
家
に
集
つ
て
飲
み
喰
ひ
を
し
ま
し
た

が
、
こ
の
時
、
津
元
は
「
首
つ
り
粥
」
と
云
ふ
粥
を
出
し
ま
し
た
。
之
を
喰
べ
る

と
、
そ
の
一
ヶ
年
は
、
そ
の
津
元
に
忠
誠
を
誓
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
し
た
。
又
津
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元
の
云
ふ
事
を
聞
か
な
か
つ
た
り
、
悪
い
こ
と
を
し
た
り
す
る
と
津
元
は
そ
の

網
子
が
船
に
乗
る
こ
と
を
禁
じ
ま
し
た
。
こ
れ
は
網
子
に
と
つ
て
一
番
恐
ろ
し

い
こ
と

と

（
マ
マ―

報
告
者
注
）

で
こ
の
制
裁
は
非
常
に
効
果
が
あ
つ
た
様
で
す
。 

（
中
略
） 

 

魚
群
は
淡
島
と
ナ
ガ
イ
崎
と
の
間
の
水
道
か
ら
内
浦
湾
内
に
入
り
、
多
く
は

小
海
・
三
津
の
沖
を
廻
つ
て
小
脇
に
つ
つ
か
ゝ
り
、
そ
れ
か
ら
重
須
の
沖
を
通

つ
て
又
外
へ
出
て
行
く
の
で
し
た
。
魚
群
が
来
る
と
海
面
の
色
が
変
り
ま
す
の

で
之
を
常
に
注
視
す
る
た
め
に
宮
戸
の
山
の
中
腹
に
魚
見
小
屋
が
あ
り
ま
す
。

之
を
峯
と
云
ひ
此
処
を
特
に
大
峯
と
唱
へ
峯
の
総
元
締
を
し
て
居
ま
し
た
。
小

脇
か
ら
網
代
へ
か
け
て
高
い
丘
や
松
の
木
の
梢
や
或
は
櫓
を
作
つ
て
沢
山
峯
が

出
来
て
居
ま
す
。
之
を
助
け
峰
と
云
つ
て
魚
を
網
で
囲
ふ
場
合
上
か
ら
そ
の
様

子
を
見
て
海
で
働
く
者
に
夫
々
指
図
を
し
ま
す
。
之
の
信
号
法
に
も
特
別
に
面

白
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

魚
が
網
で
囲か

こ

は
れ
る
と
津
元
は
蜻
蛉
笠
を
被
つ
て
手
に
竹
の
杖
を
持
ち
舟

に
乗
つ
て
、
そ
の
魚
の
水
揚
げ
の
世
話
を
し
ま
し
た
。
魚
を
満
載
し
た
舟
は
岸

へ
着
く
時
は
、
き
つ
と
舳
の
方
を
岸
へ
向
け
て
勢
よ
く
漕
い
で
来
て
、
ど
ん
と

岸
へ
打ブ

ツ

つ
け
ま
し
た
。
す
る
と
舟
の
中
の
魚
は
一
辺
岸
の
方
へ
動
い
て
か
ら
反

動
で
艫
の
方
へ
ぎ
つ
し
り
詰
り
ま
す
。
舟
が
着
く
と
女
や
子
供
が
大
勢
出
て
来

て
網
子
と
一
所
に
な
つ
て
魚
を
岡
へ
運
び
ま
す
。
そ
れ
を
ヘ
ラ
ト
リ
が
一
々
数

へ
ま
す
。
津
元
は
舟
の
上
に
頑
張
つ
て
居
て
之
を
監
督
し
て
居
ま
し
た
。
中
に

は
夕
方
薄
暗
く
で
も
な
る
と
魚
を
盗
む
も
の
も
出
て
来
る
の
で
津
元
は
見
張
つ

て
居
て
あ
ま
り
程
度
の
ひ
ど
い
の
が
見
付
か
る
と
手
に
持
つ
て
居
る
竹
の
杖
で

擲ナ
グ

る
こ
と
も
稀
に
は
あ
つ
た
様
で
す
が
、
そ
れ
で
通
つ
て
居
た
か
ら
驚
い
た
時

勢
も
あ
つ
た
も
の
で
す
。
之
を
「
盗
み
魚
」
と
云
つ
て
少
々
ば
か
し
は
大
目
に
見

て
居
た
の
で
す
。
大
部
分
の
魚
が
陸
揚
げ
さ
れ
る
と
舟
の
中
は
魚
の
血
で
赤
く

な
つ
た
潮
水
の
中
に
魚
が
隠
れ
て
仕
舞
ひ
ま
す
。
そ
れ
を
津
元
は
足
で
探
が
し

て
足
に
魚
が
当
る
と
、
ま
だ
あ
る
ぢ
や
な
い
か
と
ヘ
ラ
ト
リ
を
督
励
し
ま
す
。

こ
の
時
津
元
は
決
し
て
手
で
探
さ
な
い
の
が
定
則
で
し
た
。
ヘ
ラ
ト
リ
は
、
も

う
い
い
で
せ
う
と
云
つ
て
、
津
元
が
許
す
と
先
に
述
べ
た
舟
の
艫
に
、
ぎ
つ
し

り
と
詰
つ
て
居
た
魚
を
引
出
し
ま
す
。
之
を
「
艫ト

モ

の
魚
」
と
云
つ
て
網
子
の
特

別
賞
与
見
た
い
な
も
の
に
し
ま
し
た
。
私
の
若
い
頃
に
は
先
に
述
べ
た
盗
み
魚

も
随
分
あ
つ
て
翌
朝
山
際
の
竹
藪
の
中
か
ら
大
き
な
鮪
が
何
本
と
な
く
現
れ
た

事
さ
へ
何
回
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

ま
た
見
掛
寄
合
な
ど
し
て
澤
山
魚
が
網
で
囲
つ
て
あ
る
時
な
ど
は
水
揚
げ
を

す
る
の
に
十
日
も
二
十
日
も
掛
つ
た
事
が
あ
り
、
こ
ん
な
時
の
夜
な
ど
は
魚
が

怖
ぢ
て
は
い
け
な
い
と
燈ト

モ

火シ
ビ

も
点ツ

け
ず
、
騒
ぐ
ど
こ
ろ
か
遠
慮
し
て
、
一
村
し

ん
と
し
て
番
を
し
て
居
た
事
も
何
度
か
あ
り
ま
し
た
。 

 
魚
が
五
十
両
も
獲
れ
る
と
津
元
の
家
で
は
津
元
膳
と
云
つ
て
御
飯
の
外
に
膾

を
造
つ
て
網
子
に
振
舞
ひ
ま
し
た
。
百
両
以
上
の
時
は
御
飯
や
膾
の
外
に
酒
が

出
て
俗
に
云
ふ
大
盤
振
舞
を
し
ま
し
た
。
尤
も
津
元
も
抜
目
な
く
こ
の
時
と
ば
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か
り
網
子
の
衆
に
米
を
澤
山
搗
か
せ
た
り
し
ま
し
た
。
網
子
は
ヘ
ラ
ト
リ
か
ら

順
に
並
ん
で
鱈
腹
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
し
た
上
に
膾
を
皿
に
山
盛
り
に
し
て
各

自
の
家
に
持
帰
つ
た
り
し
ま
し
た
。 

 

昔
は
津
元
同
士
の
博
打

バ
ク
チ

が
盛
ん
に
行
は
れ
た
も
の
で
し
た
。
漁
師
な
ど
は
貯

蓄
心
の
な
い
仕
方
の
な
い
も
の
で
大
漁
の
あ
つ
た
時
な
ど
は
袋
物
が
一
晩
で
三

百
両
も
売
れ
た
事
が
あ
つ
た
と
聞
い
て
居
り
ま
す
。
ま
た
大
漁
の
後
は
津
元
も

網
子
も
舟
を
押
し
て
勇
ん
で
沼
津
の
料
理
屋
へ
繰
込
む
の
が
唯
一
の
楽
し
み
で

し
た
。
そ
の
代
り
少
し
不
漁
が
続
く
と
直
ぐ
に
困
つ
て
仕
舞
つ
て
網
子
は
皆
津

元
に
寄
り
掛
つ
て
居
る
と
云
ふ
始
末
で
し
た
。 

 

魚
の
種
類
は
鮪シ

ビ

・
メ
ジ
・
鰹
・
ハ
ガ
ツ
ヲ
・
ソ
ウ
ダ
ガ
ツ
ヲ
な
ど
と
言
つ
て

鯨
に
附
い
て
来
る
た
め
に
鯨
子
と
云
は
れ
る
類
即
ち
浮
魚
が
そ
の
主
た
る
も
の

で
し
た
。
昔
は
ヒ
ラ
メ
で
も
イ
シ
ナ
ギ
で
も
鯛
で
も
澤
山
居
ま
し
た
け
れ
ど
、

こ
れ
等
の
底
魚
は
一
本
釣
で
釣
つ
た
だ
け
で
、
こ
の
浦
の
漁
業
と
し
て
は
さ
う

大
し
て
重
要
で
も
な
か
つ
た
様
で
す
。 

 

此
の
内
で
も
シ
ビ
や
メ
ジ
が
捕
れ
る
と
三
津
に
居
る
ナ
マ
シ
（
生
師
）
が
之

を
買
つ
て
江
戸
へ
送
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
大
部
分
青
竹
を
割
つ
た
も
の
で
魚
を

荷
造
り
し
て
大
小
に
応
じ
て
馬
の
背
に
つ
け
ま
す
。
馬
は
魚
が
と
れ
る
と
三
津

の
荷ニ

宰

領

ゼ
イ
レ
ウ

や
馬
頼
み
が
駈
足
で
裏
山
の
奥
の
長
瀬
小
坂
即
ち
今
の
長
岡
温
泉

あ
た
り
の
百
姓
に
触
れ
歩
い
て
集
め
る
の
で
す
。
荷
が
出
来
る
と
馬
の
列
が
続

い
て
三
津
坂
を
越
し
今
の
長
岡
か
ら
湯
ヶ
島
を
通
つ
て
天
城
を
越
え
て
網
代
へ

出
て
、
そ
こ
か
ら
押
し
送
り
船
で
相
模
灘
を
乗
切
り
三
浦
岬
を
廻
つ
て
江
戸
へ

入
り
ま
し
た
。
私
の
記
憶
で
は
一
晩
に
メ
ジ
が
四
千
七
百
本
、
百
七
十
頭
の
馬

に
積
ん
で
出
た
の
を
覚
え
て
ゐ
ま
す
。
な
ん
で
も
夕
方
の
七
時
頃
三
津
を
立
つ

て
、
そ
の
時
分
は
、
ま
だ
狼
が
出
る
と
か
云
つ
て
荷
宰
領
は
澤
山
松
明
を
照
ら

し
て
居
ま
し
た
が
、
網
代
へ
は
午
前
の
三
時
か
四
時
頃
着
い
た
と
云
ひ
ま
す
。 

 

ま
た
或
る
部
分
は
ス
キ
ミ
と
云
ひ
鮪
を
大
き
な
切
身
に
し
て
、
塩
に
漬
け
樽

に
入
れ
て
沼
津
へ
出
し
、
そ
れ
か
ら
富
士
川
筋
を
遡
つ
て
身
延
を
通
り
中
馬
の

背
を
借
り
て
甲
州
に
も
入
つ
た
さ
う
で
す
。
又
或
る
部
分
は
こ
の
辺
の
漁
師
の

家
族
が
所
謂
ボ
テ
フ
リ
と
し
て
近
郷
へ
売
り
歩
い
た
様
で
す
。 

 

生
師
が
魚
を
買
ふ
時
は
皆
海
岸
に
集
ま
り
、
石
コ
ロ
を
手
拭
ひ
に
包
ん
で
そ

れ
で
入
札
し
た
も
の
で
し
た
。 

（
中
略
） 

 

津
元
も
大
勢
あ
り
ま
し
た
が
、
重
寺
の
秋
山
・
加
藤
・
室
伏
・
土
屋
、
小
海
の

日
吉
・
大
沼
、
三
津
の
大
川
外
四
軒
、
長
浜
で
は
私
の
家
外
二
軒
、
重
須
の
土
屋
、

木
負
の
相
磯
な
ど
が
中
で
も
大
津
元
と
云
は
れ
、
そ
の
年
に
初
め
て
と
れ
た
魚

は
互
に
届
け
合
つ
て
祝
つ
た
り
し
ま
し
た
。
然
し
そ
の
生
活
を
振
り
返
つ
て
見

る
と
勉
強
も
し
な
け
れ
ば
貯
蓄
も
し
な
い
、
た
ゞ
馬
鹿
噺
を
し
た
り
、
博
打

ば
く
ち

を

う
つ
た
り
す
る
の
が
能
だ
と
言
つ
た
風
で
今
か
ら
思
ふ
と
お
恥
し
い
様
な
生
活

振
り
で
し
た
。 

 
御
一
新
前
後
か
ら
は
世
の
騒
が
し
い
の
に
つ
れ
て
網
子
が
段
々
津
元
の
云
ふ

事
を
聞
か
な
く
な
つ
て
来
ま
し
た
。
そ
の
上
、
明
治
に
な
つ
て
か
ら
政
府
で
は

海
は
公
の
も
の
で
道
路
や
空
気
と
同
じ
だ
と
云
ふ
様
な
議
論
が
出
て
明
治
九
年
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に
海
面
を
取
り
上
げ
ら
れ
る
事
に
な
り
ま
し
た
。
何
し
ろ
昔
か
ら
大
層
な
勢
力

で
大
瀬
崎
か
ら
清
水
港
を
見
通
し
た
線
か
ら
奥
は
皆
、
自
分
の
海
だ
位
に
考
へ

て
居
ゐ
た
の
で
す
か
ら
、
こ
の
達
し
に
は
一
同
驚
い
て
大
変
な
騒
ぎ
に
な
り
ま

し
た
。 

 

漸
く
の
こ
と
で
す
ぐ
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
止
ま
つ
た
代
り
に
十
年
間
海

面
借
用
と
云
ふ
形
式
で
そ
の
権
利
は
延
び
ま
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
後
は
津
元
の

勢
力
も
め
つ
き
り
弱
り
ま
し
た
。 

 

私
は
明
治
八
年
に
、
カ
ソ
リ
ツ
ク
に
入
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
今
ま
で
顎

で
使
つ
て
ゐ
た
網
子
に
馬
鹿
に
さ
れ
て
来
る
の
が
、
口
惜
し
く
て
た
ま
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
こ
で
明
治
十
何
年
か
頃
に
長
浜
の
三
十
軒
の
網
子
の
外
に
居
た

人
々
を
糾
合
し
て
六
人
で
一
組
を
作
り
一
時
県
庁
か
ら
許
可
を
得
て
漁
業
を
や

つ
て
見
ま
し
た
が
、
多
勢
に
無
勢
、
た
う
と
う
敗
け
て
仕
舞
ひ
ま
し
た
。
今
、
長

浜
の
漁
業
組
合
が
、
三
十
六
戸
か
ら
成
り
立
つ
て
ゐ
る
の
は
そ
の
た
め
で
す
。 

（
後
略
） 

（
渋
沢
一
九
三
七
、
八
～
一
四
頁
） 

 

【
史
料
５
】 

（
前
略
） 

此
辺
は
猟
業
斗
ゆ
へ
逗
留
中
も
猟
業
抔
ハ
平
日
の
通
り
に
い
た
し
所
の
迷
惑
に

な
ら
ぬ
や
う
に

情
〔
精
〕

々
申
付
候
や
う
居
風
呂
も
日
々
に
及
す
二
三
日
目
に
て
宜

旨
、
其
外
子
供
抔
も
有
る
様
子
ゆ
へ
是
又
構
な
く
平
日
の
通
り
遊
せ
候
や
う
抔

い
さ
ゐ
に
申
付
さ
せ
ぬ
（
中
略
）
此
処
へ
参
り
事
々
何
か
悪
敷
匂
ひ
の
致
し
四

郎
左
衛
門
宅
近
辺
も
匂
ひ
け
る
ゆ
へ
尋
け
る
に
〈
魚
偏
＋
黒
〉
の
腹
わ
た
抔
と

り
て
大
桶
へ
溜
有
る
ゆ
へ
其
匂
ひ
に
て
有
る
由
、
是
ハ
幾
桶
へ
も
溜
る
と
此
近

辺
の
山
方
よ
り
養
ひ
に

売
〔
マ
ヽ
〕

り
来
る
由
、
夫
ゆ
へ
猟
師
の
家
々
に
て
ハ
皆
溜
め

置
よ
し
此
匂
ひ
に
ハ
困
り
程
な
く
夕
飯
も
出
し
た
り
初
て
ゆ
へ
歟
、
焼
肴
抔
も

附
て
出
し
た
る
か
前
の
匂
ひ
頻
り
ゆ
へ
肴
抔
ハ
見
ゆ
る
も
い
や
に
な
り
持
参
の

梅
干
抔
に
て
食
事
を
い
た
し
け
る 

（
中
略
） 

程
な
く
湯
も
能
き
よ
し
申
け
る
ゆ
へ
入
湯
し
て
夜
食
も
出
し
ぬ
、
と
か
く
に
肴

斗
色
々
に
い
た
し
三
度
と
も
出
し
た
り
肴
も
鯛
〈
魚
偏
＋
黒
〉
斗
に
て
外
の
魚

ハ
な
く
是
に
ハ

○
〔
困
カ
〕

り
候
へ
と
も
野
菜
物
ハ
一
向
に
な
く
好
ミ
け
る
と
余
義

な
く
沼
津
辺
ヘ
取
に
遣
し
け
る
由
ゆ
へ
に
好
ミ
も
な
ら
す
只
々
持
参
の
梅
干
抔

に
て
食
事
も
致
し
け
る
、
ま
た
実
入
り
も
や
ら
ぬ
大
根
近
辺
の
畑
に
作
り
あ
り

た
る
ゆ
へ
是
を
ハ
折
々
好
ミ
け
る
豆
腐
も
出
し
た
れ
と
も
至
而
か
た
く
何
歟
悪

敷
香
あ
り
て
風
味
宜
し
か
ら
す
青
き
物
ハ
大
根
の
葉
よ
り
外
に
ハ
見
す
止
宿
中

三
度
の
食
事
に
〈
魚
偏
＋
黒
〉
の
放
れ
た
る
事
な
く
、
さ
し
身
或
ハ
焼
て
出
し
、

あ
る
朝
猪
口
に
白
き
あ
へ
も
の
附
て
出
し
け
る
ゆ
へ
珍
敷
、
何
な
ら
ん
と
箸
附

見
れ
ハ
や
は
り
ま
く
ろ
の
あ
へ
も
の
に
て
笑
ぬ
鯛
も
色
々
に
し
て
出
し
た
れ
と

も
是
も
仕
立
方
も
宜
し
か
ら
す
其
上
何
と
な
く
匂
ひ
の
移
り
た
る
ゆ
へ
給
兼
て

只
々
止
宿
中
持
参
の
品
に
て
茶
漬
斗
給
た
る
ゆ
へ
後
ニ
ハ
宿
に
て
も
不
審
に
思

ひ
け
る
よ
し
良
助
は
し
め
支
配
の
も
の
三
人
下
々
に
て
ハ
猶
更
の
事
日
々
の

〈
魚
偏
＋
黒
〉
に
あ
き
も
せ
す
給
け
る
由
、
魚
は
尤
あ
た
ら
し
く
格
別
の
風
味
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の
由
咄
た
り
〈
魚
偏
＋
黒
〉
鯛
の
外
ハ
別
の
魚
ハ
無
き
由
に
て
一
度
も
膳
に
附

た
る
こ
と
な
し
是
ハ
取
る
に
も
網
抔
も
違
ひ
け
る
ゆ
へ
歟 

（
中
略
） 

海
へ
入
て
鍵
に
て
引
上
た
る
も
の
ハ
別
段
に
賃
銭
も
遣
ハ
さ
す
引
上
た
る
〈
魚

偏
＋
黒
〉
の
腹
わ
た
ゑ
ら
の
や
う
成
る
も
の
を
遣
し
け
る
由
、
夫
を
賃
銭
の
代

り
に
い
た
し
大
桶
抔
へ
溜
置
、
山
方
よ
り
養
ひ
に
買
に
来
り
能
き
直
段
に
成
る

由
（
中
略
）
夕
方
手
打
の
蕎
麦
を
出
し
た
り
色
黒
く
一
箸
も
給
ら
れ
す
是
ハ
此

辺
の
馳
走
の
よ
し
下
々
へ
者
盛
り
か
へ

〱
出
し
出
し
一
同
に

○
〔
困
カ
〕

り
け
る

よ
し
笑
し
く
思
ひ
た
り 

（
後
略
） 

（
木
村
喜
繁
「
天
保
三
年
伊
豆
紀
行
」〔
静
岡
県
立
葵
文
庫
蔵
書
〕『
豆
』
下
巻
、

一
一
三
七
～
一
一
四
一
頁
） 

 

【
史
料
６
】 

御
奉
公
申
証
文
之
事 

一
、
我
等
む
す

〔

娘

め〕

せ
ん
と
申
女
、
子
極
月
ゟ
午
ノ
極
月
廿
八
日
迄
中
年
六
年
季
ニ

相
定
、
御
奉
公
為
致
申
候
、
身
代
金
壱
両
請
取
御
納
所
仕
候
所
実
正
ニ
御
座
候
、

し
き
せ
之
儀
ハ
夏
帷
子
壱
ツ
冬〔

衍

冬カ
〕

壱
ツ
御
き
せ
可
被
成
候
、
年
季
之
内
、
取
に

け
欠
落
仕
候
ハ
ヽ
本
人
証
人
尋
出
、
造
物
共
急
度
相
か
へ
し
可
申
候
、
右
六
年

之
年
季
相
究
り
右
之
金
壱
両
相
か
へ
し
申
候
ハ
ヽ
御
隙
可
被
下
候
、
為
後
日
証

人
連
判
仍
如
件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
主
親 

 

寛
文
拾
弐
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

彦
兵
衛
（
印
） 

 
 
 

子
ノ
極
月
廿
六
日 

 
 
 
 
 
 
 

証
人
同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
右
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

証
人
長
浜
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

惣
五
郎 

 
 
 
 
 
 

長
浜
村 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
川
四
郎
左
衛
門
殿 

（
寛
文
一
二
年
〔
一
六
七
三
〕「
女
子
年
期
奉
公
請
状
」
〔
大
川
家
文
書
〕『
豆
』

三
〇
六
） 

 

【
史
料
７
】 

 
 
 
 
 

請
状
之
事 

一
、
此
伊
之
助
と
申
者
、
拙
者
身
体
不
罷
成
候
ニ
付
キ
貴
様
へ
様
々
申
、
御
奉
公

為
致
申
候
、
年
季
之
儀
ハ
戌
之
極
月
廿
八
日
ゟ
亥
ノ
極
月
廿
八
日
迄
中
年

弐
拾
五
年
季
ニ
相
定
置
申
候
、
御
奉
公
之
儀
ハ
昼
夜
を
不
限
、
何
分
ニ
も
御

意
次
第
ニ
相
勤
可
申
候
、
若
此
者
取
逃
欠
落
仕
候
者
ハ
請
人
之
者
、
尋
出
シ

相
返
し
可
申
候
、
永
見
へ
不
申
候
ハ
ヽ
取
逃
之
品
々
早
速
弁
返
可
申
候
、
し

き
せ
之
儀
ハ
外
家
な
ミ
御
き
せ
可
被
成
候
、
為
後
日
連
判
証
人
仍
如
件 

 
 
 

元
禄
七
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
主 

 
 
 
 
 

戌
極
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

市
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

証
人 
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八
兵
衛
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

権
四
郎
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
河
四
郎
左
衛
門
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参 

（
元
禄
七
年
〔
一
六
九
五
〕「
男
子
年
期
奉
公
請
状
」〔
大
川
家
文
書
〕『
豆
』
四

四
七
） 

 

【
史
料
８
】 

一
、
拙
者
子
虎
松
、
去
閏
八
月
廿
七
日
ニ
同
所
善
右
衛
門
田
地
之
内
へ

入
込
、
稲
か
り
盗
申
候
所
実
正
ニ
御
座
候
、
従
是
善
右
衛
門
、
名

主
組
頭
衆
へ
相
断
申
ニ
付
拙
者
方
へ
御
詮
義
被
成
、
其
者
尋
出

し
候
様
ニ
御
申
被
成
候
所
、
五
人
組
并
ニ
私
好
身
共
ニ
様
々
尋

申
候
得
共
行
へ
し
れ
不
申
候
故 

御
公
儀
様
へ
御
訴
可
被
成
由
、
御
申
被
成
候
得
共
様
々
内
証
ニ

而
わ
び
仕
、
向
後
私
并
ニ
兄
半
左
衛
門
共
ニ
忰
虎
松
何
方
ニ
て

も
見
出
シ
申
候
者
何
れ
方
へ
急
度
注
進
可
仕
候
、
此
上
と
ら
松

出
申
候
而
も
親
類
之
好
身
思
切
り
申
候
上
ハ
善
右
衛
門
方
ニ
も

自
今
以
後
少
も
う
ら
み
無
御
座
候
、
為
後
日
五
人
組
好
身
之
者

連
判
仍
如
件 

 
 
 

元
禄
十
五
年 

 
 
 
 

長
浜
村
本
人 

由
左
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 

午
九
月
三
日 

 
 
 
 
 
 

兄 

半
左
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

好
身 

久
右
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

同
断 

金
左
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 

長
浜
村 

 
 
 
 
 
 
 

五
人
組 

半
三
郎
（
印
） 

 
 
 
 
 

名
主
組
頭
衆
中 

 
 
 

 

同
断 

利
兵
衛
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

同
断 

十
左
衛
門
（
印
） 

（
元
禄
一
五
年
〔
一
七
〇
二
〕「
稲
盗
人
請
状
」〔
大
川
家
文
書
〕『
豆
』
四
六
四
） 

  

【
史
料
９
】 

 
 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
御
訴
訟
申
上
候
事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

豆
州
古
宇
村
訴
訟
人
甚
右
衛
門 

後
家 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
手 

 
 

聟 

半
七 

 
 
 
 
 
 
 

鈴
木
小
右
衛
門
様
御
代
官
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

駿
州
師

々

〔
獅
子
〕

浜
村
ゟ
参
候 

一
、
豆
州
古
宇
村
甚
右
衛
門
去
ル
四
年
以
前
相
果
、
忰
男
子
弐
人
女
子

三
人
有
之
、
相
領
娘
い
わ
と
申
候
ハ
私
別
腹
之
子
ニ
御
座
候
、
甚

右
衛
門
親
類
共
相
談
之
上
、
半
七
と
申
者
三
年
以
前
聟
ニ
取
申

候
所
ニ
我
儘
成
ル
者
ニ
て
私
方
へ
不
孝
成
仕
方
有
之
候
間
、
離

別
可
仕
と
存
罷
在
候
所
ニ
い
わ
当
九
月
相
果
迷
惑
仕
候
、
当
方

之
女
子
壱
人
有
之
候
、
半
七
儀
ハ
万
事
不
孝
成
者
ニ
御
座
候
間
、

立
退
候
様
ニ
申
候
得
共
于
今
罷
在
、
口
上
ニ
申
難
上
ケ
仕
方
、
何

共
難
義
仕
候
、
半
七
被
御
召
出
早
々
立
退
候
様
ニ
被
為
仰
付
可

被
下
候 



10 

 

一
、
当
年
拾
壱
才
ニ
罷
成
候
甚
右
衛
門
男
子
巳
之
助
と
申
者
有
之
候
、

跡
式
之
義
、
此
者
相
続
仕
候
様
ニ
被
為
仰
付
可
被
下
候
、
偏
ニ
御

慈
悲
奉
守
候 

右
之
条
々
御
尋
之
上
、
乍
恐
口
上
可
申
上
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

豆
州
古
宇
村
甚
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後
家
（
印
） 

 
 
 

正
徳
元
年
卯
極
月 

 
 
 

後
家
兄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
浜
村 

四
郎
左
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 

御
代
官
様 

 

右
半
七
義
、
甚
右
衛
門
親
類
共
へ
不
和
ニ
而
当
春
ゟ
不
通
仕
罷
在
候
、

後
家
御
訴
訟
之
通
り
親
類
一
同
ニ
〔
而
〕
乍
恐
奉
願
候 以

上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

豆
州
中
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

九
郎
左
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 

鈴
木
小
右
衛
門
様
御
代
官
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

駿
州
口
野
村 

 

与
市
右
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 

嶋
田
惣
右
衛
門
様
御
知
行
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

豆
州
安
久
村 

 

藤
右
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 

大
久
保
長
門
守
様
御
知
行
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

駿
州
上
香
貫
村 

利
右
衛
門
（
印
） 

（
正
徳
元
年
〔
一
七
一
二
〕「
養
子
我
儘
訴
状
」〔
大
川
家
文
書
〕『
豆
』

四
八
二
） 

 

【
史
料
１
０
】 

 
 
 
 

乍
恐
口
上
書
以
申
上
候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

甚
右
衛
門
後
家 

一
、
半
七
義
甚
右
衛
門
子
共
麁
末
ニ
仕
、
に
く
し
み
ふ
か
く
仕
候 

一
、
親
類
に
出
入
麁
末
ニ
仕
、
不
通
ニ
罷
成
候 

一
、
私
拾
七
年
以
前
よ
り
身

体
〔
代
〕

請
取
、
于
今
諸
賄
仕
候 

一
、
半
七
義
私
身
体
渡
シ
不
申
候
所
ニ
我
儘
ニ
山
林
之
金
子
受
取
申 

 

 
 

候 

一
、
私
去
ル
十
一
月
廿
八
日
長
浜
村
へ
参
候
留
守
ニ
て
私
家
ニ
て

前
々
無
之
仕
方
仕
、
金
子
大
分
腰
ニ
付
申
候 

一
、
家
来
等
ニ
不
便
之
加
へ
申
義
無
之
、
我
儘
ニ
仕
候
、
依
之
身
体
つ

い
へ
ニ
罷
成
候 

一
、
去
ル
八
月
殿
様
三
嶋
御
着
之
節
、
御
訴
訟
可
申
上
と
存
罷
在
候
所

ニ
朝
鮮
人
御
用
ニ
付
外
之
義
御
聞
不
被
遊
候
間
、
延
引
ニ
罷
成
、
去

ル
極
月
三
嶋
御
役
所
へ
罷
出
候
所
ニ
外
ゟ
噯
有
之
候
間
、
只
今
迄

相
延
罷
有
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

豆
州
古
宇
村
甚
右
衛
門 

 
 
 

正
徳
弐
年
辰
弐
月 

 
 
 
 
 
 
 
 

後
家
（
印
） 

 
 
 
 

御
代
官
様 

（
正
徳
二
年
〔
一
七
一
二
〕「
養
子
我
儘
訴
状
口
上
書
」
〔
大
川
家
文

書
〕『
豆
』
四
八
四
） 
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【
史
料
１
１
】 

 
 
 
 
 

相
定
申
証
文
之
事 

一
、
去
秋
甚
右
衛
門
妻
い
わ
相
果
申
候
ニ
付
跡
式
巳
之
助
ヲ
以
、
相
立

申
度
由
、
巳
之
助
母
長
浜
四
郎
左
衛
門
并
一
門
中
、
三
嶋
御
役
所

江
御
訴
申
上
候
ニ
付
出
入
罷
成
、
双
方
御
詮
義
之
上
、
江
戸
江
可

被
遣
候
由
、
被
仰
付
候
所
ニ
足
保
村
伊
右
衛
門
殿
古
宇
村
庄
左

衛
門
殿
久
連
村
太
郎
兵
衛
殿
河
内
村
太
次
右
衛
門
殿
重
須
村
彦

兵
衛
殿
同
村
伊
左
衛
門
殿
三
津
村
覚
右
衛
門
殿
小
海
村
彦
兵
衛

殿
、
右
之
衆
中
被
噯
候
ハ
後
家
娘
い
よ
甚
右
衛
門
と
妻
合
一
所

ニ
致
候
上
ハ
互
ニ
む
つ
ま
し
く
可
仕
候
、
母
之
儀
者
甚
右
衛
門

ニ
か
ゝ
り
居
申
候
者
其
通
り
隠
居
致
候
て
為
扶
持
米
上
田
壱
畝

拾
五
歩
、
名
所
者
浜
田
、
上
田
弐
畝
廿
歩
、
名
所
ハ
和
田
木
、
上

田
三
畝
壱
歩
、
名
所
者
下
ノ
田
、
山
之
儀
ハ
か
ど
の
林
壱
ヶ
所
、

お
ふ
し
と
申
山
壱
ヶ
所
、
扶
持
米
ニ
甚
右
衛
門
方
ゟ
相
渡
可
申

候
、
末
々
ハ
母
方
ゟ
巳
之
助
へ
譲
可
申
候
、
御
年
貢
御
役
之
儀
者

巳
之
助
方
ニ
而
相
勤
可
申
候
、
巳
之
助
分
地
之
儀
ハ
先
証
文
之

通
り
年
季
来
候
ハ
ヽ
相
渡
可
申
候
、
右
之
通
、
取
噯
異
見
被
成
候

得
共
埒
明
不
申
候
ニ
付
御
噯
人
衆
三
嶋
御
陣
屋
へ
其
通
り
被
仰

上
候
得
者
又
々
双
方
三
嶋
へ
御
召
寄
、
右
噯
之
通
相
済
申
候
様

ニ
被
仰
付
上
者
互
ニ
和
睦
仕
、
向
後
［〔

少 
 

］も
〕

申
分
仕
間
敷
候
、

為
後
日
双
方
連
判
証
文
仍
如
件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

巳
之
助
母
（
印
） 

 
 
 
 

正
徳
二
年
辰
六
月
七
日 

 
 
 
 

四
郎
左
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九
郎
左
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

甚
右
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金
兵
衛
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

兵
左
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
名
主 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

久
左
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

噯
人
衆
中 

 

如
此
拙
者
共
立
合
取
噯
埒
明
、
双
方
ゟ
拙
者
共
方
江
証
文
取
、
則
両
方

へ
預
ケ
置
申
候
、
ケ
様
ニ
埒
明
申
上
ハ
已
後
少
も
違
乱
為
致
間
敷
候
、

為
其
判
形
仕
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
保
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
右
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

古
宇
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庄
左
衛
門
（
印
） 

 
 

辰 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

久
連
村 

 
 
 

六
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
郎
兵
衛
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

河
内
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
次
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重
須
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

彦
兵
衛 
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同
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
左
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
津
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

覚
右
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
海
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

彦
兵
衛
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
名
主 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

久
左
衛
門
（
印
） 

（
正
徳
二
年
〔
一
七
一
二
〕
「
右
落
着
覚
書
」
〔
大
川
家
文
書
〕
『
豆
』

四
八
五
） 

 

【
史
料
１
２
】 

〔
紙
袋
表
書
〕 

「 
 

子
五
月
廿
九
日 

 

延
享
元 

 
 
 
 
 
 
 
 

訴
人 

七
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
手 

惣
七 

 

」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
ね
申
事 

一
、
拾
ヶ
年
以
来
、
惣
七
た
ね
を
お
と
し
候 

 
 

去
比
、
七
兵
衛
方
へ
惣
七
石
を
な
け
候
と
た
ね
申
候 

  
 
 
 
 

村
中
連
判
之
事 

一
、
此
度
七
兵
衛
と
惣
七
と
意
趣
之
儀
、
追
々
不
閑
候
ニ
付
御
名
主
所

江
七
兵
衛
訴
之
、
相
手
惣
七
、
右
両
人
口
上
書
差
出
候
通
、
相
違

も
無
之
、
右
之
意
趣
者
惣
七
と
七
兵
衛
も
平
三
郎
女
房
密
通
両

人
い
た
し
候
ニ
付
意
ふ
く
之
儀
無
之
平
三
郎
ゟ
口
上
書
取
候
て

村
中
連
判
明
細
之
儀
、
仍
如
件 

 
 
 

○

○

〔
年
号
カ
〕

月
日 

  
 
 
 
 
 
 

口
上
書
ヲ
以
奉
願
上
候 

一
、
三
ヶ
年
以
前
当
村

宗
〔
惣
〕

七
と
申
仁
、
戌
ノ
四
月
十
八
日
夜
、
殊
外

そ
う

〔
雑
〕

言
申
候
得
共
世
話
多
キ
身
ニ
御
座
候
故
、
す
て
置
候
得
者

当
村
源
左
衛
門
な
か
な
を
し
仕
、
相
済
候
、
其
後
亦
候
そ
う
言

申
、
脇
指
ニ
て
拙
者
付
ね
ら
い
、
其
夜
八
田
袋
切
さ
き
申
候 

一
、
戌
九
月
十
五
日
夜
そ
う
言
申
、
其
上
手
前
舟
ろ
な
が

〔
流
〕

し
申
候 

一
、
亥
九
月
廿
八
日
夜
そ
う
言
申
、
其
上
石
打
申
候
得
共
是
も
世
話
多

キ
身
ニ
御
座
候
間
す
て
置
申
候
、
然
所
ニ
二
間
ニ
三
間
之
物
置

家
作
仕
候
へ
者
余
日
当
村
半
四
郎
所
ニ
て
焼
払
候
と
申
、
悪
言

申
候 

一
、
当
子
ノ
三
月
六
日
夜
、
居
屋
物
置
家
財
不
残
火
難
仕
候
、
此
義
ハ

口
上
ニ
而
可
申
上
候 

一
、
当
五
月
廿
四
日
夜
、
石
打
仕
、
余
日
ま
き
切
ニ
而
打
こ
ろ
し
可
申

と
申
、
又
候
余
日
小
脇
指
ぬ
き
持
、
指
シ
こ
ろ
し
可
申
と
付
ね
ら
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い
申
候
故
、
只
今
迄
者
何
事
も
す
て
置
候
得
共
此
義
者
一
命
之

義
ニ
候
得
者
無
是
非
御
願
申
上
候 

右
之
通
、
一
々
口
上
書
ヲ
以
、
奉
願
上
候
間
、
相
手
惣
七
被
召
寄
御
聞

済
可
被
下
候
、
尤
句
々
口
上
ニ
而
可
申
上
候
、
仍
如
件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
手 

 

惣
七 

 

延
享
元
年
子 

 
 
 
 
 

五
月
廿
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

願
人 

 

七
兵
衛
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
人
組 

平
右
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

親
類 

 

宇
兵
衛
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
名
主
所 

（
延
享
元
年
〔
一
七
四
四
〕「
不
義
密
通
一
件
書
」〔
大
川
家
文
書
〕『
豆
』

六
七
二
） 

 

【
史
料
１
３
】 

一
、
平
三
郎
女

妨
〔
房
〕

拙
者
と
七
兵
衛
密
通
〔
通
〕
い
た
し
候
儀
、
紛
無

御
座
候
、
是
ニ
付
意
趣
を
ふ
く
ミ
申
候 

一
、
ろ
な
が
し
申
事
、
此
方
一
円
不
存
候 

一
、
鰯
網
袋
切
候
と
申
事
、
此
方
一
円
不
存
候 

一
、
火
事
火
付
之
事
、
一
円
不
存
候 

一
、
我
石
を
な
げ
し
事
、
一
円
不
存
候 

右
之
通
り
我
等
事
ゆ
め

〱
不
存
候
、
此
儀
何
国
迄
申
分
可
仕
候 

 
 

延
享
元
甲
子
五
月
晦
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
浜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
人 

 
 

惣
七
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
人
組
頭 

文
右
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
人
組 

 

七
左
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

 
 

平
左
衛
門
（
印
） 

 

〔
宛
名
ナ
シ
〕 

 
 
 
 
 

同
断 

 
 

喜
右
衛
門
（
印
） 

（
延
享
元
年
〔
一
七
四
四
〕「
不
義
密
通
一
件
書
」〔
大
川
家
文
書
〕『
豆
』

六
七
三
） 

 

【
史
料
１
４
】 

 
 
 
 
 

一
札
之
事 

此
度
平
三
郎
女
房
之
儀
ニ
付
七
兵
衛
と
惣
七
と
内
々
異
論
之
い
た
し

七
兵
衛
御
名
主
所
江
訴
出
、
依
之
双
方
御
吟
味
御
座
候
所
ニ
御
上
御

窺
之
上
、
重
キ
御
仕
置
可
被
仰
付
之
処
ニ
両
人
之
も
の
と
も
不
調
法

千
万
至
極
誤
入
奉
存
候
ニ
付
村
中
挙
奉
願
双
方
異
論
申
下
ケ
候
、
右

両
人
不
届
之
筋
、
至
極
謬
入
奉
存
候
、
然
上
者
一
言
之
儀
可
申
上
様
無

御
座
候
、
以
来
い
か
様
之
儀
、
申
候
共
御
名
主
所
江
少
も
御
苦
労
懸
ケ

申
間
敷
候
、
右
為
御
請
連
判
一
札
差
上
ケ
申
候
、
以
上 

延
享
元
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
浜
村 

 
 
 

子
六
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

与
兵
衛
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利
左
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
左
衛
門
（
印
） 
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善
右
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次
郎
左
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
名
主
所 

（
延
享
元
年
〔
一
七
四
四
〕「
不
義
密
通
一
件
書
」〔
大
川
家
文
書
〕『
豆
』

六
七
四
） 

 

【
史
料
１
５
】 

 
 
 
 

謬
申
一
札
之
事 

此
度
拙
者
共
異
論
仕
、
申
出
候
所
ニ
段
々
御
吟
味
被
遊
不
届
ニ
被
思

召
御
上
御
窺
之
上
、
厳
敷
御
仕
置
可
被
為
仰
付
候
旨
、
御
尤
ニ
奉
存

候
、
拙
者
共
至
極
誤
入
奉
存
候
、
依
之
村
中
挙
奉
願
上
異
論
申
下
ケ
被

下
然
上
者
拙
者
共
一
言
之
儀
申
間
敷
候
、
村
中
願
之
通
被
為
仰
付
難

有
奉
存
候
、
拙
者
共
不
届
之
筋
、
至
極
謬
入
奉
存
候
、
向
後
一
言
之
儀

申
上
間
敷
候
、
以
来
何
様
之
異
儀
御
座
候
共
急
度
越
度
ニ
可
被
為
仰

付
候
、
且
又
平
三
郎
家
へ
向
後
出
入
仕
間
敷
候
、
為
後
日
五
人
組
加
判

一
札
差
ケ
申
候
、
以
上 

 

延
享
元
年 

 
 
 
 
 
 
 
 

長
浜
村 

 
 
 
 

子
六
月 

 
 
 
 
 

本
人 

 
 

七
兵
衛
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組
頭 

 
 

宇
兵
衛
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
人
組
頭 

平
右
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
人 

 
 

惣
七
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

親
類 

 
 

吉
左
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
人
組
頭 

文
右
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 

御
名
〔
主
〕
所 

（
延
享
元
年
〔
一
七
四
四
〕「
不
義
密
通
一
件
書
」〔
大
川
家
文
書
〕『
豆
』

六
七
五
） 

 

【
史
料
１
６
】 

 
 
 
 
 
 

一
札
之
事 

一
、
此
度
下
拙
家
作
候
ニ
付
屋
敷
せ
ま
く
御
座
候
ニ
付
奉
願
上
七
左

衛
門
道
ヲ
下
拙
屋
敷
江
込
メ
奉
願
、
依
之
五
人
組
被
召

噂
〔
呼
〕

下

拙
惣
七
殿
へ
御
無
心
申
、
七
左
衛
門
以
来
者
惣
七
殿
道
ヲ
通
候

筈
ハ
惣
七
殿
御
得
心
被
成
御
済
シ
被
下
願
之
通
り
家
作
御
被
仰

付
難
有
奉
存
候
、
然
上
ハ
末
々
慮
外
不
仕
百
姓
相
勤
済
可
仕
と

奉
存
候
、
仍
而
如
件 

 
 
 
 
 

延
享
二
年 

 
 
 
 
 

長
浜
本
人 

 
 
 
 
 
 
 

丑
ノ
十
月
日 

 
 
 
 
 
 

喜
右
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

証
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

権
右
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
人
組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
右
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 

長
浜
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
兵
衛
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
名
主
所 

 
 
 
 
 
 

平
左
衛
門
（
印
） 

（
延
享
二
年
〔
一
七
四
五
〕「
通
路
取
込
請
書
」〔
大
川
家
文
書
〕『
豆
』

六
八
〇
） 
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【
史
料
１
７
】 

 
 
 
 
 

差
上
申
口
上
書
事 

一
、
今
八
ツ
時
、
村
之
内
宮

度
〔
戸
〕

与
申
所
江
何
方
よ
り
か
弐
歳
斗
之
女 

 
 

 
 

子
死
骸
大

塩
〔
潮
〕

ニ
而
磯
岸
江
打
寄
候
付
早
速
御
注
進
申
上
候
ニ

付
各
様
御
出
被
成
御
改
被
成
候
、
右
ニ
付
何
共
心
付
候
儀
茂
御

座
候
ハ
ヽ
有
体
ニ
可
申
上
御
吟
味
ニ
御
座
候
、
委
細
左
ニ
申
上

候 

今
日
八
ツ
時
、
村
之
内
宮
度
与
申
所
ニ
年
頃
弐
歳
斗
リ
相
見

候
女
子
死
骸
大
塩
ニ
而
磯
岸
江
打
寄
候
、
折
節
安
養
寺
通
り

懸
り
被
見
候
由
、
拙
者
共
承
候
ニ
付
様
子
見
候
所
、
越
後
縮
帷

子
着
黒
つ
む
ぎ
平
く
け
帯
一
重
廻
り
前
結
、
流
死
仕
候
而
磯

岸
江
打
寄
居
申
候
、
尤
惣
身
共
疵
等
も
無
御
座
候
、
右
ニ
付
御

吟
味
被
成
候
者
何
方
ゟ
参
候
哉
、
先
々
様
子
ニ
而
も
相
知
不

申
候
哉
之
旨
、
御
尋
ニ
御
座
候
得
共
此
儀
一
円
何
方
之
者
共

相
知
不
申
大
塩
ニ
而
沖
之
方
よ
り
打
寄
候
ニ
付
早
速
右
之
段

御
届
申
上
候
、
外
ニ
心
付
候
儀
者
一
向
無
御
座
候
、
右
女
子
当

所
江
死
骸
流
寄
候
儀
ニ
付
而
ハ
万
一
何
方
ゟ
か
承
出 

彼
是

申
間
敷
も
の
ニ
も
無
之
候
、
其
節
拙
者
共
并
村
中
之
者
迄
聊

之
義
ニ
而
も
隠
置
候
而
後
日
相
知
候
ハ
ヽ
急
度
可
被
仰
付
候

間
、
有
体
ニ
可
申
上
旨
、
段
々
御
吟
味
ニ
御
座
候
得
共
前
書

□
〔
ニ
〕

申
上
候
通
、
存
付
候
儀
無
御
座
候
、
依
之
ニ
口
上
書
指
上

申
処
、
少
も
相
違
無
御
座
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
浜
村 

宝
暦
十
二
年
午
六
月
廿
四
日 

 

百
姓
代 

金
右
衛
門
印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組
頭 

 

平
右
衛
門
印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庄
屋 

 

要
助
印 

 
 
 
 

鈴
木
金
五
右
衛
門
殿 

 
 
 
 

神
谷
伝
九
郎
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
扣
イ 

（
宝
暦
一
二
年
〔
一
七
六
二
〕「
流
寄
女
児
吟
味
返
答
書
」〔
大
川
家
文

書
〕『
豆
』
七
五
五
） 

 

【
史
料
１
８
】 

 
 
 
 
 
 
 

口
上 

一
、
御
仕
置
御
定
法
之
通
、
縦
一
家
親
類
た
り
と
も
一
夜
之
止
宿
仕
候

共
其
組
親
江
相
断
、
猶
亦
親
ゟ
名
主
組
頭
江
相
達
シ
可
申
旨
、

年
々
被
仰
渡
猶
又
定
夫
ヲ
以
、
度
々
御
触
、
一
夜
之
宿
成
リ
共
堅

ク
無
用
之
由
、
御
触
承
知
仕
候
、
然
処
ニ
此
度
与

風

〔
ふ
と
〕

宿
仕
候
処
、

此
者
病
気
付
候
故
、
無
是
非
名
主
所
江
申
上
候
得
者
無
沙
汰
ニ

而
止
宿
仕
候
段
、
甚
タ
不
届
之
仕
方
、
何
分
御
取
上
ケ
も
無
之

処
、
色
々
与
申
上
候
得
者
此
節
之
儀
故
無
是
非
御
取
上
御
吟
味

之
故
、
委
細
申
上
候
事 
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一
、
伊
豆
松
崎
之
内
は
ず
ら
村
権
介
与
申
も
の
、
た
が
商
売
ニ
御
座
候

所
、
当
十
五
日
晩
、
私
方
江
参
候
而
与
風
病
気

□
〔
付
〕

依
之
ニ
宿
致

候
者
者
勿
論
組
中
打
寄
、
介
抱
仕
候
得
共
病
気
之
儀
ニ
御
座
候

故
、
早
速
権
介
村
へ
一
家
迎
ニ
人
遣
候
得
共
右
迎
之
人
未
タ
帰

リ
不
申
候
、
然
ル
処
ニ
右
権
介
今
十
八
日
朝
終
ニ
病
死
仕
候
、
依

之
ニ
段
々
御
吟
味
ニ
御
座
候
、
委
細
申
上
候
通
、
病
死
仕
候
儀
、

少
シ
も
相
違
無
御
座
候
、
縦
江
何
方
ゟ
違
変
之
儀
申
上
候
共
貴

殿
江
少
シ
茂
御
難
儀
懸
申
間
舖
候
、
病
死
仕
候
儀
者
分
明
也
、
然

ル
上
者
何
方
迄
茂
私
共
罷
出
、
申
分
可
仕
候
、
為
後
日
組
中
連
判

口
上
書
差
上
置
申
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
浜
村 

 
 
 

明
和
元
年 

 
 
 
 
 
 
 

宿 
 

太
右
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 

申
十
一
月
十
八
日 

 
 

組
親 

金
右
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組
中 

太
治
右
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

治
郎
右
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

平
七
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
断 

太
左
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 

長
浜
村 

 
 
 
 
 
 

御
名
主
処 

 
 
 
 
 
 
 

組
頭
中 

（
明
和
元
年
〔
一
七
六
四
〕「
止
宿
人
急
死
口
上
書
」〔
大
川
家
文
書
〕

『
豆
』
七
七
一
） 

 

【
史
料
１
９
】 

〔
包
紙
ウ
ハ
書
〕 

〔
当
勘
七
大
門
畑
江
家
作
之
時
取
置
候
書
附 

一
通
〕 

 
 
 
 
 

差
上
申
一
札
之
事 

一
、
私
儀
此
度
渡
世
勝

而
〔
手
〕

之
儀
ニ
て
持
来
候
古
屋
敷
家
居
相
解
、
私

所
持
之
大
門
畑
壱
巻
右
之
所
江
家
作
仕
度
、
其
旨
御
窺
申
候
処
、

大
門
畑
壱
巻
右
近
所
田
畑
こ
さ
差
障
等
無
之
哉
否
、
近
所
田
畑

持
主
江
も
懸
合
、
其
上
村
方
差
障
も
無
之
哉
相
考
可
申
旨
被
仰

聞
、
近
所
田
畑
主
江
も
右
之
段
及
相
談
候
処
、
差
障
も
無
之
由
申

候
、
且
亦
御
村
方
差
障
之
儀
も
無
之
様
奉
存
候
ニ
て
御
願
申
、
家

作
仕
候
、
然
上
ハ
早
速
屋
敷
成
御
年
貢
可
差
上
申
処
、
以
御
勘
弁

当
分
是
迄
之
通
、
畑
御
年
貢
ニ
て
御
上
納
候
様
被
仰
付
奉
承
知

候
、
且
近
所
田
畑
こ
さ
差
障
等
、
又
者
御
村
方
〔
ニ
〕
対
し
差
障

之
儀
も
後
日
出
来
候
得
者
御
村
方
差
図
次
第
違
背
仕
間
敷
候
、

為
後
日
之
証
人
加
判
差
上
申
処
如
件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
津
村 

 

享
和
二
戌
年
七
月 

 
 
 
 
 
 

家
作 

 

勘
七
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組
合
代 

彦
兵
衛
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

親
類
組
合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勘
右
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

親
類 

 

安
左
衛
門
（
印
） 
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当
村 

 
 
 
 
 

御
役
人
中 

（
享
和
二
年
〔
一
八
〇
二
〕「
家
作
取
決
証
文
」〔
三
津
大
川
家
文
書
〕

『
豆
』
九
八
〇
） 

 

【
史
料
２
０
】 

 
 
 
 
 
 
 

差
上
申
一
札
之
事 

一
、
私
雪

院
〔
隠
〕

之
義
、
是
迄
往
来
向
海
辺
石
垣
之
上
立
置
申
候
所
、
此

度
漁
業
之
差
障
リ
ニ
付
我
屋
舖
之
内
ニ
引
取
可
申
段
被
仰
聞
、

御
尤
至
極
と
承
知
仕
候
得
共
当
冬
中
ニ
者
甚
タ
不
都
合
御
座
候

間
、
来
春
迄
引
取
之
義
御
延
シ
被
下
候
様
、
親
類
ヲ
以
御
願
申
上

候
所
、
早
速
御
承
知
被
下
忝
仕
合
ニ
奉
存
候
、
然
上
者
来
春
ニ
相

成
候
ハ
ヽ
早
速
手
前
屋
舖
之
内
江
立
直
シ
可
申
候
、
為
後
日
書

附
入
置
申
候
所
仍
如
件 

 
 
 

文
化
六
巳
年 

 
 
 
 
 
 

木
負
村 

 
 
 
 
 
 

十
二
月
日 
 
 
 
 
 

本
人
弥
吉
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

親
類
源
七
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組
合
平
八
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

村
御
役
人
中
様 

（
文
化
六
年
〔
一
八
一
〇
〕「
雪
隠
建
直
日
延
取
決
証
文
」〔
相
磯
家
文

書
〕『
豆
』
一
〇
二
〇
） 

 

【
史
料
２
１
】 

 
 
 
 
 

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候 

一
、
中
田
畑
成
五
畝
弐
拾
八
歩 

 
 

石
盛
十
三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

持
主
仁
左
衛
門 

 
 

右
者
去
ル
宝
暦
元
未
年
出
水
ニ
而
用
水
堰
崩
落
候
而
普
請
難
相

成
ニ
付
御
見
分
之
上
、
畑
成
ニ
被
仰
付
候
間
、
夫
ゟ
麦
作
夏
毛
共

仕
附
相
試
候
得
共
右
地
所
者
山
腰
湿
気
間
ニ
御
座
候
故
、
両
毛

共
一
切

満
〔
マ
ヽ
〕

リ
不
申
荒
地
二
罷
成
候
間
、
何
卒
御
見
分
被
成
下

林
成
ニ
被
仰
付
被
下
置
候
様
ニ
奉
願
上
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

豆
州
君
沢
郡
長
浜
村 

 
 
 

文
化
七
年
午
正
月 

 
 
 
 

名
主 

小
次
郎
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

与
頭 

一
平
次
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

百
姓
代
金
左
衛
門
（
印
） 

 
 
 

韮
山 

 
 
 
 

御
役
所 

（
文
化
七
年
〔
一
八
一
〇
〕「
荒
畑
林
成
願
書
」〔
大
川
家
文
書
〕『
豆
』

一
〇
二
一
） 

 

【
史
料
２
２
】 

〔
包
紙
ウ
ハ
書
〕 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村
方 

 
 
 

心
願
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
兵
衛 
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大
川
忠
治
郎 

 
 
 
 
 
 

」 

 
 
 
 
 

心
願
書
一
札 

一
、
私
家
相
続
之
儀
、
庄
左
衛
門
忰
忠
治
郎
聟
養
子
仕
候
処
、
私
儀
も

段
々
不
仕
合
ニ
而
借
財
等
多
分
出
来
候
ニ
付
忠
治
郎
儀
相
続
相

成
兼
候
趣
、
申
出
候
間
、
尤
之
事
与
承
知
仕
、
暇
遣
し
申
候
、
然

処
此
度
拙
者
無
尽
相
企
、
右
借
財
等
茂
あ
ら
ま
し
相
片
付
申
候
、

左
候
得
者
忠
治
郎
一
子
も
有
之
、
且
又
娘
事
も
不
便
ニ
も
存
候

間
、
何
卒
再
縁
為
致
度
存
候
ニ
付
貴
殿
御
頼
申
上
候
者
此
末
借

財
之
義
ニ
付
忠
治
郎
江
一
切
苦
労
相
懸
申
間
敷
段
心
願
仕
候
得

共
口
上
而
已
ニ
而
ハ
御
胡
乱
ニ
茂
思
召
可
有
之
哉
ニ
付
書
付
相

認
さ
し
上
候
上
ハ
向
後
違
乱
仕
間
舖
候
、
為
念
如
斯
御
座
候
、
以

上 

 
 
 
 

天
保
三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
兵
衛
（
印
） 

 
 
 
 
 

辰
十
一
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

長
浜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
郎
左
衛
門
殿 

 

前
書
之
通
、
承
り
届
ケ
申
候
処
、
相
違
無
之
ニ
付
加
判
仕
候 以

上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

親
類 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勘
右
衛
門
（
印
）

（
天
保
三
年
〔
一
八
三
二
〕「
養
子
復
縁
心
願
書
」〔
大
川
家
文
書
〕『
豆
』

一
一
五
一
） 

 

【
史
料
２
３
】 

 
 
 
 
 
 

覚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

兵
四
郎 

一
、 

当
申
九
拾
弐
才 

 
 
 
 
 

父 

兵
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勘
右
衛
門 

一
、 

当
申
九
拾
壱
才 

 
 
 
 
 

母 

さ
の 

 

右
者
此
度
九
拾
歳
以
上
之
者
、
取
調
差
出
候
様
、
被
仰
渡
候
ニ
付
書

面
之
通
、
相
改
奉
書
上
候
処
、
相
違
無
御
座
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

豆
州
君
沢
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
浜
村 

弘
化
五
年
申
三
月 

 
 
 
 
 
 
 

名
主 

四
郎
左
衛
門
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組
頭 

平
蔵
（
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

百
姓
代
与
兵
衛
（
印
） 

 

地
方 

 
 

御
役
所 

（
弘
化
五
年
〔
一
八
四
八
〕「
老
者
〔
九
十
歳
以
上
〕
調
覚
」〔
大
川

家
文
書
〕『
豆
』
一
二
三
四
） 

 

【
史
料
２
４
】 

 
 
 
 
 

差
上
申
一
札
之
事 

一
、
此
度
小
若
者
共
人
目
ヲ
忍
、
少
々
手
踊
り
稽
古
い
た
し
候
処
、
三

津
村 
御
代
官
様
ゟ
内
々
御
沙
汰
ニ
付
村
方 

御
役
人
衆
様
ゟ
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右
踊
り
等
之
儀
厳
敷
御
断
之
趣
承
知
仕
、
急
度
相
慎
可
申
旨
挨

拶
致
し
其
後
二
至
り
又
候
段
々
之
御
利
解
ニ
御
座
候
故
、
早
速

ク
師
匠
ヲ
茂
相
返
し
可
申
与
偽
り
七
日
之
夜
ニ
入
、
聊
之
致
手

踊
り
九
日
之
夕
方
ニ
三
津
村 

御
代
官
様
ゟ
御
差
紙
ニ
預
り
一

言
之
申
訳
も
無
之
奉
驚
入
候
、
此
度
之
儀
ニ
付
御
仕
置
ニ
茂
可

相
成
処
、
格
別
之
以
御
慈
悲
早
速
御
聞
済
被
下
難
有
仕
合
奉
存

候
、
向
後
芝
居
等
之
儀
、
決
而
致
間
敷
候
、
尚
又
村
方 

御
役
人

衆
様
ゟ
被
仰
渡
候
儀
、
聊
違
背
申
間
敷
候
、
連
名
一
札
仍
而
如
件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当
所
若
者 

 
 

嘉
永
元
年 

 
 
 
 
 
 

世
話
人
藤
四
郎
（
拇
印
） 

 
 
 
 
 

四
月
日 

 
 
 
 
 
 
 

忠
兵
衛
（
拇
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
頭 

忠
助
（
拇
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

彦
助
（
拇
印
） 

 
 
 
 
 
 

村
方 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
役
人
衆
中
様 

（
嘉
永
元
年
〔
一
八
四
八
〕「
若
者
手
踊
リ
詫
書
」〔
大
川
家
文
書
〕『
豆
』

一
二
三
五
） 

 

【
史
料
２
５
】 

 
 
 
 
 

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候 

一
、
当
月
十
二
日
夜
、
津
田
日
向
守
様
御
知
行
所
豆
州
君
沢
郡
三
津
村

百
姓
彦
三
郎
隠
宅
土
蔵
軒
下
ニ
同
人
召
仕
義
八
義
、
数
ヶ
所
疵

請
相
果
居
候
ニ
付
打
驚
、
右
義
八
里
方
大
久
保
長
門
守
様
御
領

分
豆
州
田
方
郡
本
立
野
村
役
人
中
并
義
八
親
浪
之
都
方
江
相
達

申
候
処
驚
入
、
一
同
相
越
、
死
骸
見
届
、
相
違
無
之
ニ
付
其
御

筋
々
江
双
方
村
役
人
共
ゟ
訴
上
候
処
被
為
遊 

御
出
役
死
骸
疵

所
御
見
分
之
上
、
夫
々
御
糺
御
吟
味
中
之
所
、
双
方
ゟ
近
村
之
役

人
共
江
申
出
候
義
者
右
義
八
親
浪
ノ
都
、
忰
義
殺
害
い
た
さ
れ

候
迚
何
者
之
仕
業
ニ
可
有
之
哉
、
曽
而
相
知
レ
不
申
、
心
当
り
も

聊
無
之
、
然
ル
上
者
御
厳
重
之
御
吟
味
可
奉
願
存
念
、
毛
頭
無
御

座
、
只
々
前
世
之
悪
業
与
相
心
得
、
何
方
江
対
し
恨
ヶ
間
敷
廉
、

決
而
無
之
由
申
之
、
彦
三
郎
方
ニ
而
茂
義
八
召
仕
中
貞
実
正
路

ニ
勤
呉
候
故
、
不

便
〔
愍
〕

ニ
存
、
且
浪
之
都
江
対
し
何
共
難
申
述
、

双
方
実
意
を
以
、
内
済
仕
度
旨
申
合
、
無
腹
臓
和
融
之
上
、
精
々

近
隣
役
人
共
へ
歎
入
、
御
吟
味
是
迄
ニ
被 

成
下
置
候
様
奉
願

上
呉
候
趣
、
只
管
申
出
候
ニ
付
恐
ヲ
茂
不
顧
奉
愁
願
候
、
何
卒
以

御
慈
悲
御
調
向
、
是
迄
ニ
被
成
下
度
、
偏
ニ
奉
愁
願
候 

右
願
之
通
、
御
聞
済
被
成
下
置
候
上
ハ
浪
之
都
并
彦
三
郎
茂
不
及
申

上
双
方
組
合
親
類
并
ニ
近
隣
村
々
役
人
共
一
同
難
有
仕
合
乍
恐
奉
存

候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
立
野
村 

 
 

嘉
永
四
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主 
 

浪
之
都 

 
 
 
 
 

亥
十
一
月 

 
 
 
 
 
 
 

組
合 

伝
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

親
類
惣
代 
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彦
三
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組
頭 

五
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
主 

庄
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
津
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

彦
三
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

親
類
惣
代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

元
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

百
姓
代
勘
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組
頭 

元
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
主
代
伝
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重
寺
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
主 

三
郎
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
海
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
主 

平
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
浜
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
主 

忠
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
坂
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
沢
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

江
梨
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重
須
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
主 

伊
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木
負
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
主 

半
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
修
善
寺
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
主 

格
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
立
野
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
主 

儀
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熊
坂
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
主 

平
三
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
瀬
村 

 
 

御
出
役 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
主 

与
十
郎 

 
 
 
 

関 

仁
左
衛
門
殿 

 
 
 
 

堀
切
村 

 
 
 
 

湯
山
善
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 

名
主 

半
兵
衛 

（
嘉
永
四
年
〔
一
八
五
一
〕「
殺
害
人
調
べ
取
止
願
書
」〔
大
川
次
郎

家
文
書
〕『
豆
』
一
二
五
八
） 

 

【
史
料
２
６
】 

〔
包
紙
ウ
ハ
書
〕 

「 
 

急
廻
状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重
須
村 

 
 
 
 
 
 
 

木
負
村
始 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 

尚
々 

急
廻
状
を
以
、
得
貴
意
候
、
愈
々
御
案
適
ニ
御
勤
役
被
成
珍
重
之
御
儀

ニ
奉
存
候
、
陳
者
一
昨
四
日
五
ツ
半
時
当
村
百
性
仁
兵
衛
忰
両
人
ニ
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而
沼
津
川
岸
ゟ
帰
帆
ニ

趣
〔
赴
〕

候
海
上
ニ
お
ゐ
て
大
難
風
波
ニ
逢
、
右

両
人
共
死
失
ニ
及
候
間
、
其
御
村
方
江
流
寄
候
か
又
者
沖
合
ニ
而
見

請
候
族
有
之
候
ハ
ヽ
御
取
揚
置
、
即
刻
御
知
ら
せ
可
被
下
候
、
面
体
書

左
之
通 

一
、
年
四
拾
九
才 
男 

 
 
 

面
体
黒
キ
方
顔
長
キ
方 
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